




要約:NICU より、さまざまの程度や成因のちがいを持ちながら、何れも発達障害を負った

まま在宅療育を目ざして退院してくる患児たちを、そのまま家庭に帰すには強い不安を残

すという場合、①ここに NICU と家庭の間に、発達障害の克服を目的とした、いわゆる中

間施設的な療育病棟の整備が、十分な医療の高さを保持された地域療育センター病院に要

求されるのである。②一方、重度発達障害児に於いては、その後の或いは生涯にわたる療

育生活を余儀なくされることが予想される場合、その在宅地域に於いて、総合的な療育セ

ンター病院の設置を含めた地域福祉計画の新たな検討が望まれる。


